
の
規
程
に
定
め
る
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
し、
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
の
健
全
な
発
達
を
図
り、

第一
条

こ
の
規
程
は、
ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
を
行
う
者
の
登
録
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り、

（
目
的） 第一
章

総
則

附
則

第
五
章

雑
則
（
第
二
十
条）

第
四
章

第
三
章

監
督
（
第
十
七
条
—
第
十
九
条）

業
務
（
第
十
条
—
第
十
六
条）

第
二
章

登
録
（
第
三
条
—
第
九
条）

第一
章

総
則
（
第一
条
•
第
二
条）

目
次

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
登
録
規
程

令
和
五
年
三
月
三
日

ス
ト
ッ
ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
登
録
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る。

三
。
国
土
交
通
省
告
示
第
百
五
十
七
号

国
土
交
通
大
臣

も
っ
て

斉
藤

鉄
夫

こ
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2
 は

ヽ

登

録
は
、

。
（
登

録
）

土

砂
の

再
生

利
用
の

促
進
及
び

適
正

な
処

分
に

資
す
る
こ

と
を
目
的
と

す
る
。

（
定

義）

第
三

条
第
二

章

「
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
」

「
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
」

「
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運

営
事
業
者
」

同
項
の

期
間

「
登

録
の

有
効
期
間
」

そ
の

効
力
を

失
う

了
の

日
ま
で
に
そ
の

申
請
に

対
す
る
登

録
の

実
施
又
は
登

録
を
し

な
い

こ

と
の

決
定
が

さ
れ
な
い

と
き
は
、

登

録
の

有
効
期
間
の

満
了
後
も
そ
の

登

録
の

実
施
又
は
登

録
を
し

な
い

こ

と
の

決
定
が

さ
れ
る
ま
で
の

間

な
お
そ
の

効
力
を

有
す
る
。

前
項
の

更
新
の

申
請
が

あ
っ

た

場
合
に
お
い

て
、

前
項
の

登

録
は
、

登

録
五

年
ご

と
に
そ
の

更
新
を

受
け
な
け
れ
ば
、

（
以
下

そ
の

期
間
の

経
過
に
よ
っ

て
、

国
土

交
通
大
臣
の

登

録
を

受
け
る
こ

と
が
で

き
る
。

従
前
の

と
い

う
。
）

の

満

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
を

行
う
者
は
、

ド
運
営
事
業
を

行
う
者
を
い

う
。

こ
の

規
程
に
お
い

て

と
ま
、
ー
（

次
条
第
一

項
の

登

録
を

受
け
て
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー

こ
の

規
程
に
お
い

て

た
土

砂
を
一

時
的
に

堆

積
す
る

場
所
を
い

う
。

第
二

条

こ
の

規
程
に
お
い

て

と
ま
、
ー
（

と
ま
、
ー
（

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
の

運
営
を

行
う
事
業
を
い

う
。

再
び

搬
出
す
る
こ

と
を
目
的
に
、

外
部
か
ら

搬
入
さ
れ

- 2 -



七

次
に

掲
げ
る
い

ず
れ
か
の

許
可
又
は
登
録
の

有
無

『 ・

ノ‘ 五

未
成
年
者
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、

四

個
人
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、

そ
の

者
の

氏

名
及
び

支
配
人
が
あ
る
と
き
は
、

の

氏

名
及
び

支
配
人
が
あ
る
と
き
は
、

号
に
よ
る
登
録
申
請
書
を

国
土

交
通
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
及
び

連
絡
先

準
ず
る
者
を
い
い
、

相
談
役、

務
を
執
行
す
る
社
員、

め
ら
れ
る
者
を

含
む
。

「
登
録
」

と
い

う
。
）

を
受
け
よ

う
と

す
る
者
（
前
条
第
二

項
の

規
定
に
よ
り

そ
の

役
員
等
（
業
務
を
執
行
す
る
社
員、

取
締
役、

執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に

顧
問
そ
の

他
い

か
な
る

名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
間
わ

ず、

法
人
に
対
し

業

取
締
役、

執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に

準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の

支
配
力
を
有
す
る
も
の

と

認

以
下
同
じ
。
）

事
業
年
度
の

開
始
の

日

そ
の

法
定
代
理
人
の

氏
名

そ
の

者
の

氏

名

そ
の

者
の

氏

名

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い

て
は
、

商
号
又
は

名
称

登
録
の

更
新
を
受
け
よ

う
と

す
る
者
を

含
む
。

以
下
同
じ
。
）

は
、

次
に

掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た
別
記
様
式

第

第
四

条

前
条
第
一

項
の

登
録
（
以
下

（
登
録
の

申
請
）

間
の

満
了
の

日
の

翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の

と

す
る
。

前
項
の

場
合
に
お
い

て
、

登
録
の

更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、

そ
の

登
録
の

有
効
期
間
は
、

従
前
の

登
録
の

有
効
期

- 3 -



九

イ

宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土

等
規
制
法

等
」

と
い

う
。

）

の

要
否
及
び

有
無

又
は
運
営
し
よ

う
と

す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

イ

次
号
イ
か
ら
へ

ま
で
に

掲
げ
る

許
可

、

認
定

、

認
証
又
は

届
出
（
以
下
「
許
可

（
前
号
口

に

該
当
す
る
も
の

を
除
く
。

）

に
お
け

要
な

措
置
を

完
了
し
て
い

な
い

も
の

ロ

必

認
可
又
は

届
出
を

要
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
こ

れ
ら
の

許
可
若
し

く

十
号
に
お
い

て

同
じ
。

）

又
は
運
営
し
よ

う
と

す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

項
の

規
定
に
よ
る
登
録

ノ‘ 口

の

名
称
及
び

所
在
地
並
び
に

最
大
堆
積
可
能
量

（
次
の

イ
又
は
口

に

該
当
す
る
も
の

を
除
く
。

第

廃
棄
物
の

処
理

及
び

清
掃
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
四

十
五

年
法
律
第
百
三

十
七

号
）

第
七

条
第
一

項
若
し

く

は

第
六

項
又
は

第
十
四

条
第
一

項
若
し

く
は

第
六

項
の

規
定
に
よ
る

許
可

建
設
工

事
に

係
る

資
材
の

再
資
源
化
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
二

年
法
律
第
百
四

号
）

第
二

十
一

条
第
一

そ
の

運
営
し
、

は

認
可
を
受
け
て
い

な
い

も
の

又
は

届
出
が
さ
れ
て
い

な
い

も
の

第
七

条
第
二

項
第
一

号 、

第
二

号 、

第
五

号 、

第
七

号
又
は

第
九

号
に

掲
げ
る

勧
告
又
は

命
令
を
受
け

、

そ
の

運
営
し
、

る
土

砂
の

堆
積
そ
の

他
の

行
為
に
つ
い

て
の

次
に

掲
げ
る

許
可

、

認
可

、

（
昭
和
三

十
六

年
法
律
第
百
九

十
一

号
）

第
十
二

条
第
一

項
、

第
十
六

条
第
一

項
、

第
三

十
条
第
一

項
若
し

く
は

第
三

十
五

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る

許
可
又
は

同
法
第
二

十
一

条
第

イ

建
設
業
法
（
昭
和
二

十
四

年
法
律
第
百
号
）

第
三

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る

許
可
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す
る
こ

と
が
で

き
る

。

十
前
項
の

登
録
申
請
書
に
は

、

に

関
す
る

情
報

チ 卜 ヘ ホ
一

項
、

第
二

十
七

条
第
一

項
、

第
二

十
八

条
第
一

項
若
し

く
は

第
四

十
条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る
届
出

（
昭
和
二

十
五

年
法
律
第
二

百
八

十
九

号
）

第
六

十
三

条
第
二

項

用
す
る

場
合
を

含
む

。
）

次
に

掲
げ
る

書
類
（
以
下
「
添
付
書
類
」

と
い

う
。

）

を
添
付
す
る
も
の

と

す
る

。

又
は

第
六

十
三

条
の
二

第
一

項
若
し

く
は

第
二

項
の

規
定
に
よ
る

認
可

（
昭
和
二

十
五

年
法
律
第
二

百
九

十
一

号
）

第
三

十
三

条
又
は

第
三

十
三

条
の
五

第
一

項
の

規
定
に

（
昭
和
四

十
三

年
法
律
第
七

十
四

号
）

第
十
六

条
又
は

第
二

十
条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る

認
可

廃
棄
物
の

処
理

及
び

清
掃
に

関
す
る
法
律
第
八

条
第
一

項
又
は

第
十
五

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る

許
可

地
方
公
共
団
体
の

土

砂
の

埋
立
て

等
に

関
す
る

条
例
の

規
定
に
よ
る
許
可
又
は

届
出

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
土

質
改
良
プ

ラ
ン

ト

認
定
制
度
に
よ
る

認
定

民
間
団
体
に
よ
る
土

質
改
良
プ

ラ
ン

ト
又
は
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
の

認
証
制
度
に
よ
る

認
証

そ
の

運
営
し
、

又
は
運
営
し
よ

う
と

す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

で

取
り

扱
う
土

質
の

区
分
そ
の

他
取
り

扱
う
土

砂

た
だ
し
、

前
項
第
七

号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に

掲
げ
る

許
可
若
し

く
は
登
録
を
受
け
て
い

る

者
又
は
同
項
第
九

号
ハ

若
し

く
は
二

に

掲
げ
る

認
可
を
受
け
て
い

る
者
に
あ
っ

て
は

、

第
二

号
か
ら

第
五

号
ま
で
に

掲
げ
る

書
類
の

添
付
を

省
略

二

砂
利
採
取
法

よ
る

認
可

ノ‘

採
石
法

ロ

鉱
業
法

（
同
法

第
八

十
七

条
に
お
い

て

準
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『 ・

ノ‘

を
受
け
て
い

る
こ
と
を
証
す
る

書
面
の

写
し

代
理

人
が

法
人
で
あ
る

場
合
に

限
る
。
）

に
お
い

て
は
、

別
記
様
式

第
二

号
に
よ
る

次
条
各
号
の
い

ず
れ
に
も
該
当
し
な
い

旨
及
び
そ
の

業
務
を
誠
実
に

行
う
旨
を

誓
約

す
る

書
面

、

営
業
に

関
し

成
年
者
と
同
一

す
る

調
書

力
を

有
し
な
い

未
成
年
者
で
あ
る

場
合
に
お
い

て
は
そ
の

法
定
代
理

人

の

市
町
村
の

長
の

証
明
書

個
人
で
あ
る

場
合

の

行
為
能
力
を

有
し
な
い

未
成
年
者
で
あ
る

場
合
に
お
い

て
は
そ
の

法
定
代
理

人

そ
の

役
員
等
）

（
法
人
で
あ
る

場
合
に
お
い

て
は
そ
の

役
員
（
業
務
を

執
行
す
る

社
員、

以
下
同
じ
。
）

及
び
そ
の

支
配
人
が

破
産
手
続
開
始
の

決
定
を
受
け
て

復
権
を

得
な
い

者
に
該
当
し
な
い

旨

登
記
事
項
証
明
書
及
び
定
款

（
営
業
に

関
し

成
年
者
と
同
一

執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に

準
ず
る
者
を
い

う
。

当
該
許
可
又
は
登
録

を

含
む
。
）

及
び
そ
の

支
配
人
の

住
所、

の

行
為
能
力
を

有
し
な
い

未
成
年
者
で
あ
っ

て
、

そ
の

法
定
代
理

人
の

登
記
事
項
証
明
書

前
項
第
七

号
イ
か
ら
ハ

ま
で
に

掲
げ
る
許
可
又
は
登
録
を
受
け
て
い

る
者
に
あ
っ

て
は
、

四

法
人
で
あ
る

場
合
に
お
い

て
は
、

役
員）

を

含
む
。

ヽ

、

、

、

を
し

し

そ
の

法
定

（
法
人
で
あ
る

場
合
に
お
い

て
は
、

そ
の

ヽ

営
業
に

関
し

成
年
者
と
同

の

行
為
能

登
録
を
受
け
よ

う
と

す
る
者

取
締
役

（
法
人
で
あ
る

場
合
に
お
い

て
は
、

生

年
月
日
等
に

関

別
記
様
式

第
三

号
に
よ
る
登
録
を
受
け
よ

う
と

す
る
者
（
法
人
で
あ
る

場
合
に
お
い

て
は
そ
の

役
員
等
を
い
い
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さ
れ

、

欠
け
て
い

る
と
き
は

、

い

て

第
五

条
第
十
八

条
第
一

項
の

規
定
に
よ

り

同
項
各
号

破
産
手
続
開
始
の

決
定
を

受
け
て

復
権
を

得
な
い

者

既
に

運

営
し
て
い

る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

が

あ
る
と

き
は

、

お
け
る
過
去
一

年
間
の

土

砂
の

搬
入
量

及
び

搬
入
元
並
び
に

搬
出
量

及
び

搬
出
先
を

記
載
し
た

書
類

登

録
の

更

新
を

受
け
よ

う
と

す
る
者
は

、

の

日
ま
で
に

、

第
一

項
の

規
定
に
よ
る
登

録
申
請
書
の

提
出
を

行
う
も
の

と

す
る

。

（
登

録
の

拒
否
）

八 七

国
土

交
通
大
臣
は

、

前
条
第
一

項
の

規
定
に
よ

り
登

録
の

申
請
を
し
た

者
（
次
条
第
二

項
及
び

第
三

項
に
お

「
登

録
申
請
者
」

お
い

て

は
、

別

記
様
式

第
四

号
に
よ
る
当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
に

登

録
の

有
効
期
間
の

満
了
の

日
の

百
八

十
日

前
の

日
か
ら
四

十
二

日

前

と
い

う
。

）

が

次
の

各
号
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る
と

き
、

書
若
し

く
は
添
付

書
類
の

う
ち
に
重
要
な
事
項
に
つ
い

て

虚

偽
の

記
載
が

あ
り
、

そ
の

登

録
を
拒
否
す
る
も
の

と

す
る

。

（
第
四

号
を

除
く
。

）

そ
の

取
消
し
の

日
か
ら
五

年
を

経
過
し

な
い

者
（
当
該
登

録
を

取
り
消
さ
れ
た

者
が

法
人
で

あ
る

場
合
に

当
該
取
消
し
の

日
の
三

十
日

前
ま
で

当
該
法
人
の

役
員
等
で

あ
っ

た

者
で

当
該
取
消
し
の

日
か
ら
五

面
の

写
し

者
に
あ
っ

て

は
、

当
該
許
可

、

認
可

、

認
定
若
し

く
は

認
証
を

受
け

、

前
項
第
九

号
イ
か
ら
チ
ま
で
に

掲
げ
る
許
可

、

認
可

、

に

該
当
す
る
も
の

と
し
て

登

録
を

取
り
消

若
し

く
は
重

要
な

事
実
の

記
載
が

又
は

前
条
第
一

項
の

登

録
申
請

又
は

届
出
を
し
て
い

る
こ

と
を
証
す
る
書

認
定
若
し

く
は

認
証
を

受
け

、

又
は

届
出
を
し
て
い

る

- 7 -



九 八 七
, . 

ノ‘ 五 四
の に

該
当
す
る
も
の

び

意
思

疎
通
を
適
切
に

行
う
こ

と
が
で

き
な
い

者

げ
る

暴
力
団
員
で
な
く
な
っ

た
日
か
ら
五

年
を

経
過
し
な
い

者
（
以
下
「
暴
力
団
員
等
」

れ
、

そ
の

刑
の

執
行
を
終
わ
り
、

に

違
反
し
、

若
し

く
は

刑
法

と
い

う
。

）

の

罪
を
犯
し
、

罰
金
の

刑
に
処
せ
ら

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止

等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
三

年
法
律
第
七

十
七

号
）

三

十
二

条
の
三

第
七

項
の

規
定
を

除
く
。

）

し

く
は

暴
力
行
為
等
処

罰
に

関
す
る
法
律
（
大
正

十
五

年
法
律
第
六

十
号
）

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の

防
止

等
に

関
す
る
法
律
第
二

条
第
六

号
に

掲
げ
る

暴
力
団
員
又
は
同
号
に

掲

精
神
の

機
能
の

障
害
に
よ
り
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
を
適
正
に

行
う
に
当
た
っ

て
必

要
な

認
知

、

営
業
に

関
し

成
年
者
と

同
一

の

行
為
能
力
を

有
し
な
い

未
成
年
者
で

そ
の

法
定
代
理

人
が

前
各
号
の
い

ず
れ
か

法
人
で

そ
の

役
員
等
又
は
支
配
人
の

う
ち
に

第
一

号
か
ら

第
六

号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
の

あ
る
も

個
人
で

そ
の

支
配
人
の

う
ち
に

第
一

号
か
ら

第
六

号
ま
で
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
の

あ
る
も
の

か
ら
五

年
を

経
過
し
な
い

者

禁
錮
以
上
の

刑
に
処
せ
ら
れ

、

又
は

刑
の

執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
っ

た
日
か
ら
五

年
を

経
過
し
な
い

者

そ
の

刑
の

執
行
を
終
わ
り
、

年
を

経
過
し
な
い

も
の

を

含
む

。
）

（
明
治
四

十
年
法
律
第
四

十
五

号
）

若

判
断
及

の

規
定
（
同
法
第

又
は

刑
の

執
行
を
受
け
る
こ

と
が
な
く
な
っ

た
日

- 8 -



る
事
項

4

国
土

交
通
大
臣
は

、

3
 旨

を
登
録
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の

と

す
る

。

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
に

関
し

不
正

又
は
不
誠
実
な
行
為
を
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
と

認
め
る
に
足
り
る

相

（
登
録
の

実
施
及
び
公

表
）

国
土

交
通
大
臣
は

、

第
四

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る
登
録
の

申
請
が
あ
っ

た
と
き
は

、

前
条
の

規
定
に
よ
り

登
録
を
拒
否
す
る

場
合
を
除
き

、

登
録
年
月
日
、

る
も
の

と

す
る

。

次
に

掲
げ
る
事
項
を
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
登
録
簿
に
登
録
を
す
る
も
の

登
録
の

有
効
期
間
及
び
登
録
番
号

国
土

交
通
大
臣
は

、

前
項
の

規
定
に
よ
り
登
録
を
し
た
と
き
は

、

遅
滞
な
く
、

国
土

交
通
大
臣
は

、

前
条
の

規
定
に
よ
り
登
録
を
拒
否
す
る
と
き
は

、

遅
滞
な
く
、

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
登
録
簿
（
第
四

条
第
一

項
第
三

号
か
ら

第
五

号
ま
で
に

掲
げ

（
同
項
第
四

号
に

掲
げ
る
事
項
に
あ
っ

て
は

、

支
配
人
の

氏

名
に

限
る

。
）

第
四

条
第
一

項
各
号
に

掲
げ
る
事
項

と

す
る

。

第
六

条
十

暴
力
団
員
等
を
そ
の

業
務
に

従
事
さ
せ

、

十 十

暴
力
団
員
等
が

そ
の

事
業
活
動
を
支
配
す
る
者

当
の

理
由
が
あ
る
者

に

係
る

部
分
を
除
く
。

）

そ
の

理
由
を
示
し
て

、

を そ
の

そ
の

旨
を
登
録
申
請
者
に
通
知
す

又
は
そ
の

業
務
の

補
助
者
と
し
て

使
用
す
る
お
そ
れ
の

あ
る
者
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五 四

鉱
業
法
第
八

十
三

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る

租
鉱
権
の

取
消
し

し
（
管
理

状
況
年
報
の

報
告
等
）

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
は

、

毎
事
業
年
度
の

終
了
後
三

月
以
内
に

、

ド
に
お
け
る
土

砂
の

管
理

状
況
を
別
記
様
式

第
五

号
に
よ
り

国
土

交
通
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
は

、

そ
の

運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー

当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
又
は
そ
の

運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

に
お
け
る
土

砂
の

堆
積
そ
の

他
の

行
為
に
つ
い

て

次
に

掲
げ
る
不
利
益
処

分
（
行
政
手
続
法

十
八

号
）

第
二

項
第
四

号
に

規
定
す
る
不
利
益
処

分
を
い

う
。

て

同
じ
。

）

第
七

条

を
受
け
た
と
き
は

、

以
下
こ
の

項
及
び

第
十
八

条
第
一

項
第
四

号
に
お
い

当
該
不
利
益
処

分
に

係
る
同
法
第
十
五

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ

た

日
か
ら
七

日
以
内
に
そ
の

旨
を

国
土

交
通
大
臣
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土

等
規
制
法
第
二

十
条
第
二

項
か
ら

第
四
項
ま
で

、

第
二

十
三

条
第
一

項
若
し

く
は

第

二

項
、

第
三

十
九

条
第
二

項
か
ら

第
四
項
ま
で

又
は

第
四

十
二

条
第
一

項
若
し

く
は

第
二

項
の

規
定
に
よ
る
命
令

宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土

等
規
制
法
第
二

十
二

条
第
二

項
又
は

第
四

十
一

条
第
二

項
の

規
定
に
よ
る

勧
告

宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土

等
規
制
法
第
二

十
条
第
一

項
又
は

第
三

十
九

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る
許
可
の

取
消

採
石
法
第
三

十
三

条
の

十
三

第
一

項
若
し

く
は

第
二

項
又
は

第
三

十
三

条
の

十
七
の

規
定
に
よ
る
命
令

般
の

閲
覧
に

供
す
る
も
の

と

す
る

。

（
平
成
五

年
法
律
第
八
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め

る

者
は

、

第
九

条

そ
の

日

（
第
一

号
の

場
合
に
あ
っ

て

は
、

か

ら
三

十
日

以
内
に

、

別

記
様
式

そ
の

旨
を

届
出
を
し

た

者
に

通
知
す
る
も
の

と

す
る

。

日
か
ら
三

十
日

以
内
に

、

第
八

条
十 九

砂
利
採
取
法
第
二

十
三

条
第
一

項
又
は

第
二

項
の

規
定
に
よ
る

命
令

地
方
公
共

団
体
の

土

砂
の

埋
立
て

等
に

関
す
る

条
例
の

規
定
に
よ
る
災
害
の

発
生
の

防
止

す
る
た
め
に
必

要
な

措
置
の

実
施

、

堆
積
さ

れ
た
土

砂
の

撤
去

、

土

砂
の

堆
積
の

停
止

等
に

関
す
る

勧
告
又
は

命
令

地
方
公
共

団
体
の

土

砂
の

埋
立
て

等
に

関
す
る

条
例
の

規
定
に
よ
る

許
可
等
の

取
消
し

（
変
更
の

届
出
）

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運

営
事
業
者
は

、

第
四

条
第
一

項
各
号
に

掲
げ
る

事
項
に

変
更
が

あ
っ

た
と

き
は

、

国
土

交
通
大
臣
は

、

前
項
の

規
定
に
よ

る

届
出
を

受
け
た
と

き
は

、

げ
る

事
項
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る

場
合
を

除
き

、

て
、

変
更
の

登

録
を
し
、

（
廃
業
等
の

届
出
）

そ
の

旨
を
別

記
様
式

第
一

号
に
よ

り

国
土

交
通
大
臣
に

届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

当
該
届
出
に

係
る
事
項
が

第
五

条
各
号
に

掲

当
該
事
項
を
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運

営
事
業
者
登

録
簿
に

記
載
し

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運

営
事
業
者
が

次
に

掲
げ
る

場
合
に

該
当
す
る
こ

と
と
な
っ

た
と
き
は

、

そ
の

事
実
を
知
っ

た
日
）

第
六

号
に
よ
り
そ
の

旨
を

国
土

交
通
大
臣
に

届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

八

砂
利
採
取
法
第
二

十
六

条
の

規
定
に
よ
る

認
可
の

取
消
し

七
, . 

ノ‘

採
石

法

第
三

十
三

条
の

十
二
の

規
定
に
よ

る

認
可
の

取
消
し

当
該
各
号
に

定
そ
の
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に
供
さ
れ
る
も
の

を
い

う
。

以
下
同
じ
。

）

を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を

含
む

。

事
項
を
確
認
し
、

そ
の

結
果
を
記
載
し
た

書
面

そ
の

他
人
の

知
覚
に
よ
っ

て
は

認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

方
式
で
あ
っ

て
、

（
そ
の

作
成
に

代
え
て

電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式

、

き
（
そ
の

搬
出
を
他
の

者
に
委
託
し
て

行
お
う
と
す
る
場
合
を
含
む

。
）

第
十
条

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
は

、

業
務

を
失
う
。第

三

章

五
た

場
合

清
算
人

破
産
手
続
開
始
の

決
定
を
受
け
た

場
合

電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

用

は
、

あ
ら
か
じ
め

、

以
下
同
じ
。

磁
気
的
方
式

次
の

各
号
に

掲
げ
る

そ
の

運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

か
ら
土
砂
を
搬
出
し
よ

う
と
す
る
と

（
土
砂
の

搬
出
先
に

関
す
る
事
項
の

確
認
等
）

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
で
あ
る
法
人
が

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た

場
合

破
産
管
財
人

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
を
廃
止
し
た

場
合

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
で
あ
っ

た
法
人
の

役
員

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
で
あ
る
個
人
が
死
亡
し
た

場
合

相
続
人

登
録
は

、

そ
の

効
力

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
で
あ
っ

た

個
人
又
は
ス

ト
ッ

そ
の

法
人
の

役
員
で
あ
っ

た
者

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
で
あ
る
法
人
が

合
併
及
び
破
産
手
続
開
始
の

決
定
以
外
の

理
由
に
よ
り

解
散
し

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
が

前
項
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
っ

た
と
き
は

、
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第
十
一

条

3
 

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
は
、

2

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
は
、

）

を

作
成
す
る
も
の

と

す
る
。

搬
出
先
に
お
け
る
土

砂
の

堆
積
そ
の

他
の

行
為
が
宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土

等
規
制
法
第
十
二

条
第
一

項
、

第

十
六

条
第
一

項
、

第
三

十
条
第
一

項
又
は

第
三

十
五

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る
許
可
を
要
す
る

場
合
に
あ
っ

て
は

搬
出
先
に
お
け
る
土

砂
の

堆
積
そ
の

他
の

行
為
が
宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土

等
規
制
法
第
二

十
一

条
第
一

項
、

第
二

十
七

条
第
一

項
、

第
二

十
八

条
第
一

項
又
は

第
四

十
条
第
一

項
の

規
定
に
よ
る
届
出
を
要
す
る

場
合
に
あ
っ

前
二

号
に

掲
げ
る
事
項
の

ほ
か
、

よ

う
と

す
る
と
き
は
、

（
受
領
書
の

交
付
等
）

て
は
、

搬
出
先
が

適
正
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
た
め
に
必

要
な
事
項

当
該
者
に

対
し
、

通
知
す
る
も
の

と

す
る
。

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
は
、

当
該
土

砂
の

搬
入
元
に

対
し
、

そ
の

運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
に
土

砂
が

搬
入
さ
れ
た
と
き
は
、

搬
出
先
の

名
称
及
び

所
在
地
並
び
に

前
項
の

規
定
に
よ
る

確
認
の

結
果
を

土

砂
の

搬
出
を
委
託
し
た

者
に

対
し

支
払
う
代
金
に
、

他
の

土

砂
の

処
理
に

要
す
る

経
費
を
適
切
に

反
映
す
る
よ

う
努
め
る
も
の

と

す
る
。

土

砂
の

運
搬
費
そ
の

次
に

掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た

受
領
書
（
当
該
事
項
を
記
載
し
た

電
磁
的
記
録
を

含

そ
の

運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
か
ら
の

土

砂
の

搬
出
を

他
の

者
に

委
託
し

当
該
届
出
が
さ
れ
て
い

る
こ

と

、

当
該
許
可
を
受
け
て
い

る
こ

と

- 13 -



五

土

砂
の

搬
出
先
へ

の

搬
出
が

完
了
し
た
日

四

以
下
こ
の

条
及
び

第
十
四

条
に
お
い

て

同
じ
。
）

土

砂
を

搬
入
し
た
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
の

名
称
及
び

所
在
地

土

砂
の

搬
入
元
の

名
称
（
搬
入
元
が
工

事
現
場
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、

土

砂
の

搬
入
量

砂
の

搬
出
先
に

対
し
、

搬
出
先
の

名
称

土

砂
を

搬
出
し
た
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
の

名
称
及
び

所
在
地

土

砂
の

搬
出
量

受
領
書
の

交
付
を
受
け
た
と
き
は
、

を
交
付
す
る
も
の

と

す
る
。

（
搬
出
先
が
工

事
現
場
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、

そ
の

者
の

氏

名
）

建
設
工

事
の

名
称
）

次
に

掲
げ
る
事
項
を

記
載
し
た

受
領
書
の

交
付
を
求
め
る
も
の

と

す
る
。

建
設
工

事
の

名
称
）

及
び

所
在
地

及
び

所
在
地

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
は
、

前
項
の

規
定
に
よ
る
交
付
の

求
め
を
行
っ

た

場
合
に
お
い

て
、

搬
出
先
か
ら

当
該
受
領
書
に

記
載
さ
れ
た
同
項
第
一

号
に

掲
げ
る
事
項
が

前
条
第
一

項
の

規

定
に
よ
り
同
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を

確
認
し
た

搬
出
先
の

名
称
及
び

所
在
地
と
一

致
す
る
こ

と
を

確
認
す
る
も
の

搬
出
先
の

管
理

者
の

商
号、

名
称
又
は
氏

名

2

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
は
、

そ
の

運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
か
ら
土

砂
を

搬
出
し
た
と
き
は
、

五

土

砂
の

搬
入
が

完
了
し
た
日

四

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
の

商
号
又
は

名
称

む
。

（
個
人
で
あ
る

場
合
に
あ
っ

て
は
、

当
該
土

- 14 -



ド
に
土

砂
を

搬
入
し
、

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運

営
事
業
者
は
、

自
ら

法
令
を

遵
守
す
る
と
と

も
に
、

（
土

砂
の

搬
入
及
び

搬
出
の

管
理
）

第
十
二

条

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運

営
事
業
者
は
、

（
法
令
の

遵
守
）

第
十
三

条

土

砂
の

搬
入
及
び

搬
出
に
あ
た
り
、

又
は

当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
か
ら
土

砂
を

搬
出
す
る

者
に

対
し
、

土

砂
の

搬
入
量
又
は

搬
出
量
を

管
理
し
、

記
録
す
る
こ

と
と

す
る
。

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運

営
事
業
者
が

運

営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

堆
積
す
る
当
該
他
の
工

事

現
場
に

近

接
し
た

場
所

と

き
も
、

除
く
。
）

4

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運

営
事
業
者
は
、

と

す
る
。

同
様
と

す
る
。

そ
の

運

営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
か
ら

搬
出
し
た
土

砂
が

前
条
第
一

項
の

規

定
に
よ
り
同
項
各
号
に

掲
げ
る

事
項
に
つ

い

て

確
認
し
た

搬
出
先
（
次
の

各
号
の
い

ず
れ
か
に

該
当

す
る

搬
出
先
を

か
ら

他
の

搬
出
先
へ

搬
出
さ
れ
た
と
き
は
、

速
や
か
に
、

各
号
に

掲
げ
る

事
項
を

記
載
し
た

書
面
を

作
成
す
る
も
の

と

す
る
。

当
該
他
の

搬
出
先
へ

の

搬
出
に

関
す
る

第
二

項

当
該
土

砂
が

更
に

他
の

搬
出
先
へ

搬
出
さ
れ
た

国
又
は
地
方
公
共

団
体
が

管
理

す
る

場
所
そ
の

他
の

公
共

性
の

あ
る

場
所

土

砂
を

利
用
し
よ

う
と

す
る

他
の
工

事

現
場
又
は

当
該
他
の
工

事

現
場
で

利
用
す
る
た
め
に
土

砂
を
一

時
的
に

搬
入
元
又
は

搬
出
先
ご

と
に
、

そ
の

運

営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー

土

砂
の

搬
入
又
は

搬
出
に

- 15 -



、

当
該
請
求
を
拒
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

写
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
五

条

（
記
録
等
の

閲
覧
又
は

謄
写
の

請
求
）

以
下
こ
の

条
及
び

次
条
に
お
い

て

「
記
録
等
」

と
い

う
。
）

受
け
た

受
領
書、

第
十
四

条

使
用
す
る
車
両
に
お
い

て

過
積
載
を
行
わ
な
い

よ

う
周
知
す
る
と
と
も
に
、

（
記
録
等
の

保
存
）

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
は
、

第
七

条
第
一

項
及
び

第
二

項
の

規
定
に
よ
る
報
告
、

第
十
条
第
一

項

の

規
定
に
よ
る
同
項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
の

確
認
の

結
果、

第
十
一

条
第
一

項
の

規
定
に
よ
り
土
砂
の

搬
入
元
に
対

し
て

交
付
し
た

受
領
書、

同
条
第
二

項
の

規
定
に
よ
る
交
付
の

求
め
を
行
っ

た

場
合
に
土
砂
の

搬
出
先
か
ら
交
付
を

同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
作
成
し
た

書
面
並
び
に

第
十
二

条
の

規
定
に
よ
り
作
成
し
た
記
録
（

存
す
る
こ
と
と

す
る
。

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
が
運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
に
土
砂
を
搬
入
し
た

者
若
し
く
は
搬
入
し

よ

う
と

す
る
者
又
は
当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
か
ら
土
砂
を
搬
出
し
た

者
若
し
く
は
搬
出
し
よ

う
と

す
る
者
は
、

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
に
対
し
、

当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
が

作
成
し
た
記
録
等
の

閲
覧
又
は

謄

こ
の

場
合
に
お
い

て
、

を
遵
守
す
る
よ

う
指
導
に

努
め
る
も
の

と

す
る
。

に
つ
い

て
、

土
砂
の

搬
入
又
は
搬
出
に

関
す
る
法
令

そ
の

写
し
を
記
録
等
の

作
成
後
五

年
間
保

当
該

当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
は
、

個
人
情
報
の

保

護
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
五

年
法
律
第
五

十
七

号
）

第
二

条
第
一

項
に

規
定
す
る
個
人
情
報
に

係
る
部
分
を
除
き

- 16 -



2
 

2
 （

登
録
の

取
消
し
）

事
業
者
に

対
し
て
、

報
告
又
は

資
料
の

提
出
を
求
め
る
こ

と
が
で

き
る
。

3

国
土

交
通
大
臣
は
、

第
一

項
の

勧
告
を
行
う
た
め
必

要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、

そ
の

旨
を
公

表
す
る
こ

と
が
で

き
る
。

国
土

交
通
大
臣
は
、

前
項
の

勧
告
を
受
け
た
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
が

そ
の

勧
告
に

従
わ
な
い

と
き
は
、

業
務
に

関
し
、

不
正

又
は
不
誠
実
な
行
為
を
し
た
と
き

第
十
条
か
ら

第
十
六

条
ま
で
の

規
定
に

違
反
し
た
と
き

を
す
る
こ

と
が
で

き
る
。

て
は
、

当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
に

対
し
、

そ
の

業
務
の

適
正

な
運
営
を

確
保
す
る
た
め
、

第
十
七

条

国
土

交
通
大
臣
は
、

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
が

次
の

各
号
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る

場
合
に
お
い

（
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
に

対
す
る

勧
告
等
）

第
四

章

監

督

（
標
識
の

掲
示
）

登
録
を
受
け
て
い

な
い

者
は
、

前
項
の

標
識
又
は
こ

れ
に

類
似
す
る

標
識
を

掲
げ
て
は
な
ら
な
い
。

に
ヽ

別
記
様
式

第
七

号
に
よ
る

標
識
を

掲
げ
る
も
の

と

す
る
。

第
十
六

条

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
は
、

当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営

そ
の

運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
ご

と
に
、

必

要
な

勧
告

公

衆
の

見
や
す
い

場
所

- 17 -



3
 

2
 七

,. 
ノ‘ 五 四

の

報
告
若
し
く
は

資
料
の

提
出
を
し
た
と
き

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
が

次
の

各
号
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い

登

録
を
取
り
消
す
も
の

と

す
る

。

第
五

条
各
号
の
い

ず
れ
か
に

該
当
す
る
に
至
っ

た
と
き
又
は
登

録
の

時
点
に
お
い

て

同
条
各
号
の
い

ず
れ
か
に

正

当
な
理
由
な
く

第
七

条
第
一

項
又
は

第
二

項
の

規
定
に
よ
る
報
告
を
せ

ず
、

そ
の

運
営
す
る
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
に
つ
い

て

第
七

条
第
二

項
各
号
に

掲
げ
る
不
利
益
処

分
を
受
け

、

第
十
条
か
ら

第
十
六

条
ま
で
に

規
定
す
る

業
務
を
適
正
に

行
う
こ

と
が
で

き
な
い

と

認
め
ら
れ
る
と
き

当
該
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

運
営
事
業
者
が

行
う
土

砂
の

堆
積
そ
の

他
の

行
為
に
よ
っ

て

災
害
の

発
生

又
は
生

活
保

前
条
第
三

項
の

規
定
に
よ
る

国
土

交
通
大
臣
の

求
め
に

対
し
、

前
条
第
一

項
各
号
の
い

ず
れ
か
に

該
当
し

情
状
が

特
に
重
い

と
き

、

国
土

交
通
大
臣
は

、

前
項
の

規
定
に
よ
り
登

録
を
取
り
消
し
た
と
き
は

、

第
六

条
第
二

項
の

規
定
は

、

第
一

項
の

規
定
に
よ
る
登

録
の

取
消
し
が
あ
っ

た

場
合
に
つ
い

て

準
用
す
る

。

（
登

録
の

抹
消
）

全
上
の

支
障
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
と
き

こ

よ
り
、

＇

（

 

不
正

な
手
段
に
よ
り
登

録
を
受
け
た
と
き

該
当
し
て
い

た
こ

と
が

判
明
し
た
と
き

て
は

、

第
十
八

条

国
土

交
通
大
臣
は

、

そ
の

旨
を
公

表
す
る
も
の

と

す
る

。

又
は
同
項
の

勧
告
に

従
わ
な
か
っ

た
と
き

正

当
な
理
由
な
く
こ

れ
に

応
じ

ず
、

又
は
虚

偽

そ
の

内
容

又
は
虚

偽
の

報
告
を
し
た
と
き
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第
二

十
条

（
権
限
の

委
任）

こ
の

規
程
に

規
定
す
る

国
土

交
通
大
臣
の

権
限
は
、

運
営
事
業
者
の

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
を

管
轄
す
る
地
方
整

備
局
長
及
び

北
海
道
開
発
局
長
に

委
任
す
る
。

第
五

章

雑
則

該
登
録
を

抹
消
す
る
も
の

と

す
る
。

国
土

交
通
大
臣
は
、

前
項
の

規
定
に
よ
り
登
録
を

抹
消
し
た
と
き
は
、

事
業
者
に

係
る

第
六

条
第
一

項
各
号
に

掲
げ
る
事
項
を
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
登
録
簿
か
ら

抹
消
記
録
簿
ヘ

移
す
と
と
も
に
、

ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営
事
業
者
に
つ
い

て

第
三

条
第
二

項
若
し

く
は

第
九

条
第
二

項

登
録
を

抹
消
し
た
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド
運
営

当
該
抹
消
記
録
簿
を
登
録
の

抹
消
後
五

年
間
保
存
す
る
も
の

と

す
る
。

の

規
定
に
よ
り
登
録
が

効
力
を

失
っ

た
と
き
、

登
録
を

受
け
よ

う
と

す
る

者
又
は
ス

ト
ッ

ク
ヤ
ー
ド

又
は
前
条
第
一

項
の

規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、

第
十
九

条

国
土

交
通
大
臣
は
、

当
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月
‘—· 

‘一

日 の

か 告 附
ら ホ

施 は 則
行

ヽ

す 令
る 和
゜ 五

年
五

月

十
, . 

ノ‘

日
か
ら
施

行
す
る
゜

た
だ
し

ヽ

第
十

条
第
四

項
の

規
定
は

ヽ

ムT 

和
r .  

ノ‘

年
r .  

ノ‘
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別記様式第一号（1) 、（第四条第一項関係）

蛍繰の種類

ストックヤー F運営事業者登録申請書兼変更届出書

※翌絲番号

新規1更新・変更" |※盪緑年月日

※蛋灘有効期間

r

J

 

この申請書により、ストッタャード運営奉業の呈録を申請
この申請書により、ズト、ッグヤード運営車業の翌緑の更新を恥五ふ 9

この変更届出書により、スいッロダヤ ード運営事業の盪録車項の変更を届け出ます。

全 年 且 旦

商号名称又は氏名

主たる奉務所の
所在地サ 遣遣絡先

醇便番号（ ）
 

都道府県：
, " ‘  

皿：
E囁ail

をしか忍者（個人であるもかに限
，）及び支配人の氏名及び投名等
湯合の木人及び支記人の氏名

フリがt 1 役名等（畔•非常勤〉 1 2リカ
‘
? | ：役名等（常勘・、、非常訟

法定代理人が
僧人である場
合

未成年者
である湯
合の活定
代理人 l法定代理人が

法人である場
合

住□所
郵便薔号（ Y 匹L:

i
) TEL: 

月

関追する許可等の状況
名称

建設業法ぼ3和24年法律第1叩号）第3条第l項の規定による許可

享業者が定める
事業年度の開始日

許可等の有熙

蓋緑

店 ＇n 択‘←さ，土質や料歪表等（r）'’胄約i：閏する自社のイ：夕～→ ネ、，， 卜誤雪尤げ浣 ，：任意｝

掲詰1-IR [ 

備 考
1 〉;‘•印笥i&; t雇I:J•、 申項者は記いな＼． ， ここ．9

こ i羞諒．乃程類」につ｝ィて！ま新規申請万湯年1新規J乏．， 羞諒．万．更新7)場合，’•更新叫雪申請吾冠租謬嗚：叉更か痣る場合を含むa0,’ は
頂新」を忍，T91布頂新」以外ャ申諸者疇苗宰項に文車炉E!t混合は「丈酉Jが糾．冠する：：：ど，9

：：i話株三叫華決悟り1[11]、 ） 5以上を有只株．王又は出忍疇叩犀誓5以上に相当する出：占をしている者にーこ’ し、ては， 「役：年等」叫稲に1ま
「株王等」と記蔀し、 常勤，非常翡雌1」を記載彗ことは巽し：沿．＇し· •’·9 

斗甲藷者叉i這謬．i国か疇麟1こ：もた1-:;,疇ずる詈宗疇•｀万意見聴耳累こ陸し． 五申韮吾げ行吾類を認む＜‘:'に記載した国』翻ぼ
—'凡である母•白でi竺巨等｛汽表者を含む；9 :！又は支配人若Iブ< i:這．＇｛這心庭直．/.." 支配．渥l.，． ：ぱ法定代理入：こ1年るも＜1} ｝を詈察当局に
捏供されることについで、 それぞれ同意を·f品で序韮叉1よ届出を行うごと。

ら 更新町百又は変更届I・ゴ苓し．ーで了回泣緑力透宝且ザ滋か3た内宕は：寺文字どすること，
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呻様式第一号（2) （第四条第一項閣係）

ストックヤード（ 箇所目）

※澄；録番号
翌録の種類 年 月 日

目

ストックヤードの名称及び所在地等

：
、
リガ::l· •→上．J細地

狂 ］ 
最大堆積可能量

当該ストッグヤ.-:ドに閏する許可等の状況
名称 I許

宅地造成及び特定盛土等規制法，：（詔和36年法律第I81号）第l2条第1項ぶ 第1
J
て8

条第1項｀ 、 30条第1項又は第35条第1項の規定による許可
宅地造成及び特定盛土等規制法第'21条第1項れ、第2？条第1項、第謡条第1項又は
第40条第1項の規定による届出
絋業法（詔和25年浪律第289号）第83条第疫員憚！法第符条において準用する
場合を含む。）叉渡第節条の2第1項若しくは第2項の規定による認可

採石法（詔和師年法律第28l号）第33条又は第33条の譴訂項の規定による認可

砂利採取法（昭和蒻年法律第科号）第iB条文は第却条第l項の規定による認可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項又は第1頓全第1項の規定による
許可

地方公共団体が制定した土砂の埋立て等に関する規制条例の規定による許可

地方公共団体が制定した土砂の埋立て等に関する規制条例の頬定による届出

地方公共団体による土質改良うラント認定制度による認定

m、
3

許可苓の有，

民間団体による土賛政良ヴラン ドの認証制度による惚証

口公共工車限定

当諺ズトックヤードで取握ぅ土質の区分
搬出（叛亮）土質区分（処分目的を餘くJ

□第1種改良土
□第2種改良土
□第3種改良土
□第4種改良土

当諮ズトヅグヤードの受入れ条件の概要

口自社間係工事限定 □ 搬入元制限なじ □応相談

備 考
1顕疇這は、暉船記入しないとを、0
2 「登緑の種類いで丸ヽてぱ新規登緑の？， ドッケヤ一粒n ．合t吐

・

「新規」を登録済冷．の．文＼、yケヤ-Vの登禄内容t巧変更が
生じた現台は「変更」を、登緑済、笠双ひスト、y.々ヤ·ードの解除を申湮ずそ娯合は｛解餘」を選択ずること。

3 変更に踪I,_、了前回釜緑かも変更を行う内容は茫孔食字．とすること、：、
4 以下{:5スト ・';9 、グや ・一→ ドは申琵する、ことができな1い。

，規程第4粂第1項第7号__,.'から 9ゞまでに掲．ずる許可、認可交しま届出を要するにもかかわ9らずこれ9ら(J.1許可若しく
は認可を受けていないも(J;又は届出を行 ・・：、―ていないもも万

，規程第7条第2項第1号、第2号第5号第7号文は第£1号に掲げさ歯告アは命弔吝•差げ必要な措置を完了
していないも(T）

5恥］概ぅ士笥乃区分1ま、発生．士利用星準（国官技第112号回官認第坑1(1号．回宮叶第53号平成1:：：年：：［月11]日：I陵び建駐冷尼
処理土利用枯僭巷準1：国官拝第50号．．国官総第1＄噂国宮計第41号、平成1:；：年8月12日：Iによ繹冠標準とするなお搬
出，：販売9I土昔し））区分に文ついては ．7. ト・,,.タヤ� 9ード利用者に吋·ずる惜耗提供を目的としたt,tJJ'戸窓I·:：八泡エ奉等へん））利用翠賑
売を目的どしたも(J_1に限るものどし、土砂処知疇心乃搬出を目的とする場合には記裁を要しなI,〉

iぅ 受入れ条件':.乃記蔀は、国が直緑只トッグげ—ー トの 一覧表を公表［た陸に、当該施設を利用しようどする者が壱瞑豆概要＇浩報
として記蔀する。なお、受：入れ条件等も万詳碍にべ心•ヽ勺汀ま必要に応して運官奉莱者で••I＇ ンターネ：？卜によ切悟報提供に努める
こととし、 ・1':.」-J'-ーネ‘‘? l1によるI吾莉提供を行’ 。：ヽ｀て1いる現合は別記様 1号＜上：I\•こURLを記賦［すること＇：：
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別記様式第二号（第四条第二項第一号関係〉
遥＂
言 約 書

申請者、申請者の役員等、申請者の支配人［｀ 、法定代理人及び法定代理人の役員］は、以下®項目に該当しない者である：：：：
とを誓約します。

（チェッウ）

ー破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。 ロ

ニズトックヤー ド這営事業者立録規程（以下「規程」という�。）第� 1 8条第1項の規定により同項各号t第4
号を除く。）に該当するものとして立録を取り消され 、，その取消しの日から5年を経過しない者（当該立録
を取り消された者が法人である場合において比当該取消しの日fl)3 0日前まで当該法人の役員等であった
者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。）．

三禁錮以上 、の刑に処せられ、その月1Iの執行を終わり、文は月1Iの執行を受けることがなくなった日から5年を経
過しなし，＼奢。

四暴ガ団員による不当な行為 、 防止等に間する法律， ｛平成3年法律第7 7号） 、 規定（同法第3 2条の3第7
項の規定を除く6)に違反し、若しくは刑法 、（明治40年法律第4 5号）若しくは暴力行為等姐罰に関する
法律（大正1 5年法律第6 0号）の罪を犯し，罰金の刑に処せら松そ®刑の執行を終わり文は刑の執行
を受けることかなくなった日から5年を経過しない者。

丑暴力同員による不当な行為の防止等に聞する法律第2条第6号に掲げる暴力同員叉は同号に掲げる暴力団員
でなくな�った日から5年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）。

六精神の猥能の陣害によりフトックヤー ド運営事業を適正に行うに当たって必要な認紅判断夜び意患疎通を
運切に行うことができない者。

七ヌトッタャード運営事業に関し、不正文は不誤実な行為をするおそれのあると翻あるに足りろ租当の理由が
ぁる者。

口

ロ

ロ

八暴力団員等がその事業滑動を支配する奢。

九暴力団貫等をその業務に従事させ、文はその業務の補助者として使用するおそれのある者。

申請者巳バ「ゞ以下の業務を誠実に実施することを誓約します。

ト9 ックヤー ドから土砂を搬出しようとするとき（その搬出を他の者に委託して行おうとする場合を含
あちかじめ、規程第1 0染第1項の規定により搬出先の確認を行b'ます．

（チェツ幻
ロ

二

三土砂搬出を委託した者に対し支払うぺき代金に、土砂の通搬費その値の土砂の処理に要する経費を適切に反
映するよう努めます，

四ズ 、トックヤー、 ドに土砂を搬入したときは、当骸土砂の搬入元に対し�、規程第1 1条第1項の規定により受糎
書を交付しますふ

五フトッタヤードから値の工事現湯等に土砂を搬出したときは、規程第1 1条第2項の規定により搬出先に対
し受鍔書の交付を求め、同条第3項lJ）規定により搬出先の名称茂び所在地が規程第1 0条第1項の規定によ
り確翻した最出先と ー教することを確訪します。

六土砂か規程第1 0条第1項の規定により確認した搬出先から他の殿出先に逼搬されたときは、当該他の殿出
先か規租第1 1条第4項各号に該当する場合を除き、速やかに当該搬出先0名称、所在地へ搬出量等を記載
した書面を作成します。また、更に他の搬出先へ搬出されたときも同様にします．

七土砂の搬入及び搬出にあたり、搬入元又は搬出先ごとに、土砂の搬入量又は搬出量を管理い記録します。

八自ら法令を遵守するとともに、ストックヤードに土砂を搬入し、文は当該ストッグヤードから土砂を搬出す
る者に対し、土砂の搬入叉は最出に使用する車両において過積載を行わないよう厨知するとともに、土砂の
搬入又は搬出に問する法令を遵守するよう指導に努めます．

九規程第1 4条の規定により必要な記録等を保存します。

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

ロ

十紺祖竿1 四子（「l 絆守！ゞ ｝�切 ”". Iヽ 99 冴令9 、一贔 ］、九希，J困i t←音�芍 9' げ／熙� l ト�ぶ，しず;;,,者が 1\ 茫舒竿rr間貯等汀考ず
が杞�一�だl：芸ほ間腔等！ー 但l主す

ロ

ロ

＋，涅祠至1只辛げ｀i f豆亨！•• ,_}: l(1―’卜 ，冴勺 ｝、ご）．1•• 公翠巧見応す 9,<' f巳芹I·ロ 芭環吝汽！ギ注ナ 口

＇： ：和 平;
9
 
／
・ 可 戸

熙

一
ノ号惟

氏
茫
菩
屁

守

甜
名
£i町
名

名

阻
己

H
�
 

す・t・

仕

は

ふ 苔を芍釘河戸吝令�ヤ硝甕？ ャ＇�究ス：初、さ.:-，い([7→Cが
商芸了はこ平「｀ i[表者，でひ志宝代理，・・［呵 1竺号等＾支配人•'·9几ずお：方に文更が：愁•こた凋凸iこしiを約菩吃．在J言を再確ご？t,：文恵届を行うここ
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酎紐
か
バ
バ
り

ニ

員

第

員

理
役

項

役

の

二

配

代
A

第

の

理

卓

A

“
定
代定

頂

‘

:

g

号ーl]第式様記別

の住所生年月日等に関する調書

（�フリガヤナ）
＂ 
＂ 

商号文は名称

所在地

、�
”

（フlJガ切

氏名 役名等 生年月日 住所

I、
'

＂ 
＂ ＂ 

＂ 

”Y ＂
， 

備考

1 法＿•＇i,.…疇，そ涯台におし、
一
噂＼役邑等，：：叩窃執行する社目恥帝没執↑子役交はごれらに佳ず·ろ者を1,· ·，i4 "•' .

相診没届問笈び稔：株主灯珪華決搭＿t）1[II]が万5J以上を有すそ株主交は出産迂）経額迂）1［I[i分＿t） Eij又上に相当すら
出宣をしアi, 万 る者召町，＇しで：象，るも訊こ隈る，，‘:，吝含む，9 :；双心虔配·,’,'·-"

2 個＿·’父てある現合においては．む汲び＇支配·’＇（ぃ宮業に関し成年者と同—勺行為能力を有しな
‘
I,来成年老r·

寮，そ号合にお
＇
いてしまそ応法定代理＿，l,_〈表，＇いで烹そ畏合においては� そ吋頸等：＇，9

3 総株屯g漣決稲n11]l]分•(n 5以上を有する株主交は出資乃総額叩[l[1分（万5似上に相当する出産をし．、Tいる者
につl＂ ●、ては 「役：る挙」(·T)ir』には「株主奎」と記載するこど，9
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別記梯式第四号

土砂搬入搬出管理票（新規）

トッタヤード運営車業者呈鎌規程第4条第2項第8号の規定により｀下記のとおり提出します。

令和 年 月 日現在

申請者 住所

商号 A名称又は氏名

代表者名（法人の場合）

名ズ称トッ＊所タ在ヤ地ードの 名称

所在地 都道府県 l i 

最大培積可能星： | d 

提出に係る期間 年 月 日～ 月 日

期間中に捲入した土砂等の星t搬入量計：l 、d

期間中に限出した土砂等の塁【搬出塁計】 d 

搬出先の工車等の名称及び施工場所 播出量

搬出先の種類 d 

上記以外ダ］搬出 箇所 亨

提出時祭，＇して＼プトゾダヤ 一ー ド内 9
9

:r1 土酌等達り墨：じ堆積墨：‘:, m ， 

期間中，：m畏ナ堆桓堡： 吋

備 考

1 既に直宮1・＿．てし·，るスト ・ッダヤ『 ードガある場台は過去1年届じ乃実縁記つして可能な節固で記蔀すること。

2 搬入元 ・ 搬出舟1)1偉か不足ずる場合には適宜追加し記蔀ずるこど：＇

3 ー：く印叫闊は． 享業年度における1箇所当た幻夕）搬出量が1 (:9 9:) 
星（万合計をまど岳灯記蔀すそ·，ごどかできそ:,,,

る搬出先は、 箇所委唸を記載faT]うえ厭出
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別記梯式第五号（第七条第一項関係｝

土砂搬入搬出管理年報

えトッグヤー＂ド運営車業者登緑規租第7条第1項の規定により、下記のとおり報告します。

令和 年 月 日

齢

届出者 住所

商号名称叉は氏名

代袈者名（法人の場合）

堡緑年月日及び登緑番号

｀地

令和 年 月 日 第 号

都道府県 ；
岱

最大堆積可能量

今回の報告に係る期間 白[ 目～ 年 月

d
一

日

今回の報告に係る期間中に搬入した土砂等の豊［搬入曼計】

今回の報告に係る期間中に搬出した土砂等の豊【搬出堡計1

搬出先のエ亭等の名称及び旋工場所
搬出先の種類

rrf
" 

t
堡出

d
搬

上記以外迂汁骰出宍 箇所 涼

[II 

•9 rn 

rt/ 

備 考

1 享業年度ごとに追迂象：，t.ト··；9
，クヤ、一→ ドことに記蔀I～呈録を受けだ地方益1

ヽ

藩局長等へ翰告ずること。

2 梱：：：入元・搬出舟汎閥：かオ足する追台には適宜者加し記蔀·すること e

3 ，ど印0）1歯．よ奉芋年度じこおける1箇所当た四嗜筵麟1 I;:) CI0.'沖満で鯰熙出琴， 箇所もかを記薪江）うえ煕出呈
ダ） ー合計をまと焚；，て記蔀�合

望

芝，ご�どかャきる。
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別記様式第六号（第九条第一項関係）

廃業等届出書

ズ�トッグヤー直営奉業者登録規程第9条第1項の規定により、下記のとおり届し北出ます。

令和 年 月 旦

殿

届出者 住所

商号名称又は氏名

代表者名（法人の場合）

受付番号 受年月日 スト＂、ケヤード運営奉業者壷緑番号
:* 

死亡 2.合併による消滅 破産手続開始の決定
届出の埋由

解散 5.廃業
l 

商号叉は名称

氏
Qf競法人者に頭あっ名てで）は

ゃ

主たの所る事在務地所
者

円 ＂田室白の生じた円＂
令和 年 目 巴

ヌト ・；？ダヤ~··｝、運営車業
l． 相続．，＼ 芯． 元投員 恥元 r且．． ＼奉業者 4. 破産管財人

者と届出人と（：り閉1
、

手·

僅考

l 届出者は、 ·中ヒ叡い期には記入［ないこど，5

2 届出先1ぱ泣緑を受砂ている地方整備局長等を選択すること "2

�I• 滑算入一

こ;: 「届出の理由」及ひ「ズト ・：’? ・ダヤ ・←ー ト運営奉業者と届出人と双）閉1系」桐I:、よ該当するも置叩
番号をこ）で国むこと，：＇

4 死亡の温•合におっては 「届出車由汀：生「＿::た曰J ｛叫笥，ー：死亡（『）車宰吝勺·ご'f"日吝付記す芯，ご，ビ、9
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別記様式第七号（第十六粂第一項関係）•

ス 卜

登 録 番 号

登録有 期間

商号 は名称

代 表 者 氏

主な事霧所の所在地

登 録 番

グ 名

所 在 地

I '" 

ク ヤ ー

年…年

3 5燻以上
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ドYヽ
登録ヽ�

／ 

� 

／ 

� � � 票

第 号

月 日日 かまでら
月

電話番号 （； 

第 万＝
＂ 

電話番号 （ 

" 

と］、

） 

） ‘’ 
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